
第 2 次宍粟市配偶者等からの暴力対策基本計画（案）に関する 

パブリックコメント実施要領 

 

１．案件名 

第 2次宍粟市配偶者等からの暴力対策基本計画（案）に関するパブリックコメント 

 

２．募集期間 

 平成２８年２月２２日（月）～平成２８年３月２２日（火） 

 

３．担当課 

 健康福祉部健康増進課 

 

４．募集の趣旨 

第 2次宍粟市配偶者等からの暴力対策基本計画の策定にあたり、市民等の市政への参

画を図ると共に、計画（案）を公表し、意見を募集することで、市民の方に配偶者等か

らの暴力（いわゆるＤＶ）の防止について考えていただける機会を提供するものです。 

 

５．公表資料（別紙参照） 

 第 2次宍粟市配偶者等からの暴力対策基本計画（案） 

 

６．閲覧場所及び閲覧時間  

場  所 閲 覧 時 間 

健康福祉部健康増進課 月～金曜日（祝日を除く） 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

各市民局保健福祉課 月～金曜日（祝日を除く） 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

三方町出張所 月～金曜日（祝日を除く） 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

市立図書館 火～日曜日（祝日を除く） 午前 9時 30分～午後 5時 30分 

市ホームページ 募集期間最終日まで終日 

 

７．意見を提出できる人 

 〇 市内に住所を有する者 

 〇 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体 

 〇 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

 〇 市内に存する学校に在学する者 

 

８．意見書を出す様式 

 別添「意見書」のとおり 



９．意見の提出方法  

提出方法 提出先 

持   参 「６．閲覧場所」に示すお近くの窓口に提出してください。 

郵   送 次の住所の健康福祉部健康増進課まで郵送してください。 

〒671-2573 

宍粟市山崎町今宿 5番地 15 

宍粟市健康福祉部健康増進課 宛 

ファックス ０７９０-６２-６３５４ 

電子メール kenkozoshin-kk@city.shiso.lg.jp 

 

10.注意事項 

 〇 意見書を提出する際は、所定の様式により、必ず氏名及び住所をご記入ください。 

  （氏名及び住所の記載が無い場合は、無効となります。） 

 〇 提出いただいたご意見に対しては、個別には回答いたしません。 

 〇 ご意見に対する回答は、市のホームページに掲載して公表いたします。 

   なお、公表に際しては、個人を特定できる情報は掲載いたしません。 

 


